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公募型プロポーザル質問回答書 

 

令和８年５月２２日 

 

 岩沼市政策部まちづくり政策課デジタル化推進室  

     

業 務 名 令和８年度 岩沼市基幹系システム標準化対応業務 

No. 質 問 事 項 回 答 事 項 

1 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

国民健康保険 国保情報集約システムに

よる自動連係は実装されているでしょう

か。実装済みの場合、FWや端末等は本 RFP

の見積範囲に含まれるでしょうか。 

現行システムでは自動連係はされており

ません。 

2 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

後期高齢者医療 広域連合との FTP 接続

による自動連係は実装されているでしょ

うか。実装済みの場合、FW は RFP の見積

範囲に含まれるでしょうか。 

現行システムでは自動連係はされており

ません。 

3 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

介護保険認定事務について、国が提供す

る認定ソフトと現行介護保険システムの

使用範囲をご教示ください。 

例）介護保険システム：申請情報入力～

訪問調査結果入力 

認定ソフト：１次判定～審査会資料作成 

現行システムでは以下のとおりとなって

います。 

申請情報入力（介護保険システム）→訪

問調査結果入力（介護保険システム）→

１次判定（認定ソフト）→審査会資料作

成（介護保険システム） 

4 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

庁内共有用として利用しているファイル

サーバまたは NAS はございますでしょう

か。今回の調達範囲に含める場合、必要

容量をご教示ください。 

現行システムでは庁内 NAS を利用してい

ます。今回の調達範囲に含めるものと

し、必要容量は 1000GB とします。 
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5 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

出入国在留管理庁との連携は、FTP 連携

又は媒体連携のいずれにより運用されて

いるでしょうか。 

現行システムでは手入力としています。 

6 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

団体内統合宛名システムにおいて、中間

サーバ（教育委員会部局）との連携は行

われているでしょうか。 

現行システムでは就学援助のデータを中

間サーバに載せる仕組みはありますが、

未利用となっています。 

7 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

№17 子ども・子育て支援に放課後児童管

理業務は含まれるでしょうか。また、本

RFP の対象外との認識でよろしいでしょ

うか。 

№17 子ども・子育て支援に放課後児童

管理業務は含まれています。ただし、他

ベンダーでのシステム導入が決まってい

ますので本 RFP の対象外となります。 

8 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

№53 の子ども医療費２の連携は、国保連

合会に送信する「乳幼児受給者資格デー

タ」のことでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

9 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

№6 就学事務は学齢簿のみを対象とする

ものでしょうか。就学援助も含まれるで

しょうか。また、就学援助がシステム化

されていない場合、本 RFP の移行対象外

とし、本稼働後に貴市においてシステム

入力いただく認識でよろしいでしょう

か。 

№6就学事務は学齢簿、就学援助の両方

の機能を含みます。就学援助について

は、本稼働後に当市においてデータをシ

ステム入力する認識で合っています。

（現行システムにおいて就学援助の機能

はありますが、未利用であるため、当市

において一からデータ入力が必要である

認識です。） 

10 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑸標準

化システム利用の端末、プリンターの設

定】 

端末及びプリンター以外の周辺機器（ス

キャナ、OCR 等）についても、台数及び設

置担当課に関する情報をご提供くださ

い。 

OCR 機能をもったスキャナを会計課に１

台設置しています。 

  



3 

 

11 

【（仕様書）第３章調達の基本方針の⑶ガ

バメントクラウドへの対応】 

現在既に一部のガバメントクラウド上の

稼働システムと連携を行っていると思わ

れますが、行政事務標準文字との同定作

業については、既に実施済でしょうか。 

当市独自外字の同定候補先を決めている

という点においては実施済です。ただ

し、文字そのものを行政事務標準文字に

置き換えているわけではありません。

（現行の住基システムが行政事務標準文

字を読めないため。） 

12 

【（仕様書）別紙「帳票出力運用委託処理

明細」】 

別紙「帳票出力運用委託処理明細」に選

挙の記載がありますが、第２章本業務の

概要の⑷本業務の範囲において選挙は本

RFP の対象外となっています。委託処理

においても選挙は対象外との認識でよろ

しいでしょうか。 

失礼しました。委託処理においても選挙

は対象外であり、記載誤りです。 

13 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

統合滞納管理システムを導入する部署を

ご教示ください。 

市民・税務課（税務課側）となります。 

14 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

統合滞納管理システムで取り扱う科目を

ご教示ください。 

・市県民税（普通徴収） 

・市県民税（特別徴収） 

・市県民税（年金特別徴収） 

・法人市民税 

・固定資産税、都市計画税 

・軽自動車税 

・国民健康保険税（普通徴収） 

・国民健康保険税（年金特別徴収） 

・介護保険料（普通徴収） 

・介護保険料（年金特別徴収） 

・後期高齢者医療保険料（普通徴収） 

・後期高齢者医療保険料（年金特別徴

収） 

15 

【（仕様書）第２章本業務の概要の⑷本業

務の範囲】 

滞納管理システムで出力・利用する想定

の納付書種類をご教示ください。 

№14 の質問で回答している科目の当初

賦課納付書に加え、滞納管理システムで

随時発行できる汎用納付書（銀行用）、

滞納管理システムで随時発行できる汎用

納付書（郵便局用）があります。 

 


